
瑞穂町行政評価委員会 第２２回補助金等審査分科会 次第 

 

日 時 令和２年１１月２６日（木）午後１時１５分 

場 所 瑞穂町役場庁舎 ４階全員協議会室 

 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

 議題１ 補助金等審査 

 

 （審査事項） 

  ２審査-７ ・瑞穂町コミュニティバス運行事業補助金【秘書広報課】 

  ２審査-８ ・（仮称）高齢者の居場所づくり事業補助金【高齢者福祉課】 

  ２審査-９ ・瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金【子育て応援課】 

 

 （報告事項） 

  ２報告-１ ・福祉サービス第三者評価受審費用補助金【高齢者福祉課】 

  ２報告-２ ・瑞穂町緊急支援給付金事業（二次）【高齢者福祉課】 

  ２報告-３ ・（仮称）地域外来・検査センター運営体制確保支援補助金【健康課】 

 

３ その他 

 

 

 

 

資料 
【事前配付】 

資料１：瑞穂町行政評価委員会第２２回補助金等審査分科会審査及び報告事項一覧 
資料２：瑞穂町コミュニティバス運行事業補助金審査書 

瑞穂町コミュニティバス運行事業補助金交付要綱（案） 
瑞穂町コミュニティバス車両購入経費補助金交付要綱（案） 

資料３：（仮称）高齢者の居場所づくり事業補助金審査書 
資料４：瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金審査書 

瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金交付要綱（案） 
瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金交付申請書兼交付請求書 
瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金交付決定通知書 

資料５：福祉サービス第三者評価受審費用補助金審査書 
東京都における福祉サービス第三者評価受審に関する補助制度 
令和元年度区市町村における福祉サービス第三者評価事業（総括表） 

資料６：瑞穂町緊急支援給付金事業（二次）審査書 
資料７：（仮称）地域外来・検査センター運営体制確保支援補助金審査書 

 

【当日配布】 

資料３：参考資料 

資料４：瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金審査書 

資料７：（仮称）地域外来・検査センター運営体制確保支援補助金審査書 

資料１ 



 

 

 

 

 

 

   

番号 担当課 補助金等名称 資料 

２審査-7 
企画部 

秘書広報課 
瑞穂町コミュニティバス運行事業補助金 ２ 

２審査-8 
福祉部 

高齢者福祉課 
（仮称）高齢者の居場所づくり事業補助金 ３ 

２審査-9 
福祉部 

子育て応援課 
瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金 4 

２報告-1 
福祉部 

高齢者福祉課 
福祉サービス第三者評価受審費用補助金 5 

２報告-2 
福祉部 

高齢者福祉課 
瑞穂町緊急支援給付金事業（二次） 6 

２報告-3 
福祉部 

健康課 
（仮称）地域外来・検査センター運営体制確保支援補助金 7 

 

資料１ 

 



様式 

 

補助金等の創設に係る審査書 

 

補助金等名称        瑞穂町コミュニティバス運行事業補助金 

担 当 部 署 企画部秘書広報課地域交通担当 

担 当 者 名        清水 健吾 

補助対象 

瑞穂町と瑞穂町コミュニティバス運行事業実施要綱に関する協定を締結したバス運行

事業者 

 

規 程 等 

瑞穂町コミュニティバス運行事業補助金交付要綱 

 

事業概要（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

 町内の交通不便地区を解消し、町民の公共交通の利便性の向上を図るために、コミュ

ニティバスを運行させる。 

補助の必要性（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

全国の約７割のバス事業者において、一般路線バスの事業の収支が赤字となっている。 

また、自治体が主体となり運行をするコミュニティバスも少数の自治体を除いて大きな赤

字となっており、バス事業の運行は大変厳しいものとなっている。 

しかしながら、高齢者の免許返納の数は近年大幅に増加しており、公共交通の必要性は

増している。 

また、瑞穂町の公共交通は充実しているとは言えない状況であり、特に元狭山地区は交

通不便地区が面的に広がっていることから、公共交通への期待が大きい。 

町民の期待に応える円滑なコミュニティバスの運行は、コミュニティバス運行の担い手

となるバス事業者の健全経営の上に成り立つことから、バス事業者への補助が必要となる。 

補助金額 

補助対象経費から当該事業で得られた収入の総額を控除した額を限度とし予算の範囲

内で定める額 

 

補助割合 

１０／１０ 

 

実施期間 

令和３年１０月１日から当面の間 

 

その他 

町とバス事業者の協定内容によっては、車両購入に伴う補助も必要となる。 

 

 



 
   瑞穂町コミュニティバス運行事業補助金交付要綱（案） 

 

令和３年 月 日 

訓令第    号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町内の交通不便地域を解消し、公共交通の利

便性の向上のため、コミュニティバスを運行するバス事業者に対

して交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象） 

第２条 補助の対象となる者は、瑞穂町と瑞穂町コミュニティバス

運行に関する協定を締結したバス運行事業者（以下「事業者」と

いう。）とする。 

 （補助対象経費） 

第３条 補助の対象となる経費は、事業者が前条に規定する協定に

基づきコミュニティバス運行事業（以下「事業」という。）に要

する経費で次に掲げるものとする。 

（１）人件費 

（２）燃料油脂費 

（３）車両リース料 

（４）租税公課（自動車取得税を除く。） 

（５）自動車損害賠償責任保険 

（６）車両修繕料 

（７）前各号に掲げるもののほか、町長がコミュニティバスの運行

に関し必要と認める経費 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、年度ごとに、前条各号に掲げる経費の総額

から当該事業で得られた次の各号に掲げる収入の総額を控除した

額を限度として予算の範囲内で定める額とする。 

（１）運賃収入 

ア 乗車賃 

イ 回数券売上げ 

ウ シルバーパス 



 
（２）広告料収入 

（３）前２号に掲げるもののほか、コミュニティバスの運行に伴う

収入として町長が認めるもの 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする事業者は、協定書を締結後

１月以内に瑞穂町コミュニティバス運行事業補助金交付申請書

（様式第１号。以下「交付申請書」という。）に次の各号に掲げ

る書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

 （交付決定通知） 

第６条 町長は、前条に規定する交付申請書の審査を行い、申請後

１月以内に補助金の交付を決定し、瑞穂町コミュニティバス運行

事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知す

る。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定するに当り補助

条件を付することができる。 

 （変更交付申請） 

第７条 補助金の交付決定を受けた事業者（以下「補助事業者」と

いう。）は、前条第１項の規定による通知を受けた後、交付申請

書の交付申請額を変更しようとするときは、瑞穂町コミュニティ

バス運行事業補助金変更交付申請書（様式第３号。以下「変更交

付申請書」という。）に関係書類を添えて町長に提出しなければ

ならない。 

 （変更交付決定） 

第８条 町長は、変更交付申請書の内容を審査し、補助金の変更交

付を決定したときは、速やかに瑞穂町コミュニティバス運行事業

補助金変更交付決定通知書（様式第４号）により当該補助事業者

に通知する。 

 （交付の時期及び回数） 

第９条 町長は、補助事業者に対し、補助金を毎年度の９月末日及

び当該年度の補助金額確定後の２回に分けて交付する。この場合



 
において、９月末日に交付する補助金の額は、交付決定額の２分

の１以内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、年度の途中に補助金の交付決定をし

たとき、又は既に補助金の交付決定を受けた者が年度の途中で事

業を廃止するときは、補助金の交付を１回とすることができる。 

 （交付請求） 

第１０条 第６条第１項又は第８条の規定により交付決定通知を受

けた補助事業者が補助金の請求をするときは、瑞穂町コミュニテ

ィバス運行事業補助金交付請求書（様式第５号。以下「請求書」

という。）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、前条

の規定により補助金を交付する。 

 （状況報告） 

第１１条 補助金の交付を受けた補助事業者は、毎年度の９月末日

現在（第９条第２項に規定する場合は、町長が指定する日現在）

における事業の実施状況について、瑞穂町コミュニティバス運行

事業実施状況報告書（様式第６号）により町長に報告しなければ

ならない。 

 （実績報告書） 

第１２条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度が終了した

とき、又は協定を解除し、事業を廃止したときは、直ちに瑞穂町

コミュニティバス運行事業実績報告書（様式第７号。以下「実績

報告書」という。）を町長に提出しなければならない。 

 （交付額の確定） 

第１３条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったと

きは、当該実績報告書の内容を審査し、適正であると認めたとき

は、速やかに補助金の交付額を確定し、瑞穂町コミュニティバス

運行事業補助金交付確定通知書（様式第８号）により補助事業者

に通知する。 

 （交付決定の取消し） 

第１４条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは

一部を交付しないことができる。 



 
（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）前２号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容若しく

はこれに付した条件又はこの要綱に基づく規定に違反したと

き。 

２ 前項の規定は、前条に定める補助金の交付額の確定があった後

においても適用するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１５条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場

合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて

当該補助金の全部又は一部の返還を瑞穂町コミュニティバス運行

事業補助金返還命令書（様式第９号。以下「返還命令書」という。）

により命ずることができる。 

２ 町長は、第１３条の規定により補助事業者に交付すべき補助金

を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付され

ているときは、返還命令書により期限を定めてその超えた額の返

還を命令しなければならない。 

 （財産処分の制限） 

第１６条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した

財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承

認を受けなければならない。ただし、補助事業等により取得し、

又は効用を増加した財産の処分制限期間（平成１３年厚生労働省

告示第２３９号）の例により定める期間を経過したものについて

は、この限りでない。 

 （財産処分による収入の納付） 

第１７条 町長は、事業者が前条の規定による町長の承認を受けて

財産を処分し、当該処分により収入があったときは、当該事業者

に対し、その収入の全部又は一部を納付させることができる。 

（財産の管理義務） 

第１８条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した

財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をも

って管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならな



 
い。 

 （関係書類の整理保管） 

第１９条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした

帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了の日の属する

会計年度の終了後５年間保管しなければならない。 

（調査） 

第２０条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を図るため、必

要があると認めたときは、補助事業者に対し事業に関する報告を

求め、又は関係書類を調査するものとする。 

（委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別

に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、令和３年１０月１日から施行する。 

 



 
   瑞穂町コミュニティバス車両購入経費補助金交付要綱（案） 

 

令和３年 月 日 

訓令第    号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、瑞穂町コミュニティバス（以下「コミュニテ

ィバス」という。）を運行する事業者に対し、コミュニティバス

車両購入経費補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

により、コミュニティバスの運行車両（以下「車両」という。）

を更新し、もってコミュニティバスの安定運行を確保するととも

に、利便性の向上に資することを目的とする。 

（交付対象） 

第２条 補助金の交付対象は、瑞穂町と瑞穂町コミュニティバス運

行に関する協定を締結したバス運行事業者（以下「事業者」とい

う。）が購入した車両（以下「対象車両」という。）に係る令和

３年１０月１日から令和４年３月３１日までの間に生じる経費と

する。 

 （交付額） 

第３条 補助金の交付額は、次に掲げる額を合計した額とし、その

額は、予算の範囲内とする。 

（１）前条に規定する期間における対象車両の車両償却費の額（償

却期間は５年とし、償却率は２０％とする。） 

（２）対象車両の購入費用に掛かる金利の額 

（３）対象車両に係る自動車取得税 

（４）前各号に掲げるもののほか、町長が対象車両の購入に関し必

要と認める費用の額 

 （交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする事業者は、令和３年１２月 

２８日までに、瑞穂町コミュニティバス車両購入経費補助金交付

申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に必要な書類を

添えて町長に提出しなければならない。 

 （交付決定通知） 



 
第６条 町長は、前条に規定する交付申請書の審査を行い、申請後

１月以内に補助金の交付を決定し、瑞穂町コミュニティバス車両

購入経費補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通

知する。 

 （変更交付申請） 

第７条 補助金の交付決定を受けた事業者（以下「補助事業者」と

いう。）は、前条第１項の規定による通知を受けた後、交付申請

書の交付申請額を変更しようとするときは、瑞穂町コミュニティ

バス車両購入経費補助金変更交付申請書（様式第３号。以下「変

更交付申請書」という。）に関係書類を添えて町長に提出しなけ

ればならない。 

 （変更交付決定） 

第８条 町長は、変更交付申請書の内容を審査し、補助金の変更交

付を決定したときは、速やかに瑞穂町コミュニティバス車両購入

経費補助金変更交付決定通知書（様式第４号）により当該補助事

業者に通知する。 

 （実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、令和４年４月

１５日までに、瑞穂町コミュニティバス車両購入経費補助金実績

報告書（様式第５号。以下「実績報告書」という。）を町長に提

出しなければならない。 

 （額の確定） 

第１０条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内

容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合

すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、瑞穂町コ

ミュニティバス車両購入経費補助金交付確定通知書（様式第６号）

により補助事業者に通知するものとする。 

 （交付請求） 

第１１条 第６条第１項又は第８条の規定により交付決定通知を受

けた補助事業者が補助金の請求をするときは、瑞穂町コミュニテ

ィバス車両購入経費補助金交付請求書（様式第７号。以下「請求

書」という。）を町長に提出しなければならない。 

 （交付の条件） 



 
第１１条 補助金の交付に当たっては、次に掲げる条件を付すもの

とする。 

（１）補助金は、第２条に掲げる経費に充当するものとし、その目

的以外に使用しないこと。 

（２）補助事業の会計を明確に記載した帳簿を備えるとともに、そ

の証拠書類を整備して、少なくとも５年間保存すること。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別

に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、令和３年１０月１日から施行する。 

 



様式 

 

補助金等の創設に係る審査書 

 

補助金等名称        （仮称）高齢者の居場所づくり事業補助金 

担 当 部 署 福祉部  高齢者福祉課  高齢者支援係 

担 当 者 名          中村 徹 

補助対象 

下記の条件を満たす個人又は団体（グループ） 

（１）地域の高齢者を中心とした、多世代の交流の場づくりを目的としていること。 

（２）利用者が限定されるような基準は設けないこと。 

（３）活動時間中は１人以上のスタッフが常駐すること。 

（４）１回当たり概ね４時間、週 1 日以上の活動を行うこと。 

（５）体操等の介護予防の活動を週 1 日以上行うこと。 

（６）１回当たりの利用者数は概ね１０人以上になるように努めること。 

（７）営利、宗教、政治活動を目的としたものでないこと。 

 

規 程 等 

 補助要綱は今後制定予定 

事業概要（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

 

 高齢者の閉じこもりを防ぎ、健康で自立した生活を継続するため、各地区の会館等

を利用して、高齢者等が近隣で気軽に立ち寄ることができ、多世代の他者と交流がで

きる週１日以上の住民主体の居場所づくりを支援する。居場所に集うことで、気軽に

会話、お茶飲み、体操等の介護予防の取組、子どもたちを交えた多世代交流の場や地

域とのつながりができ、介護予防・地域づくりを推進する。 

 

補助の必要性（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

 

 高齢化が進み、瑞穂町の令和２年１０月の高齢化率は２９．３％となっている。また、

高齢者のひとり暮らし世帯は令和２年６月現在で２，０３３世帯となっている。第７期高

齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では、令和７年度（２０２５年度）には、高齢者の

ひとり暮らし世帯は２，４９４世帯となる推計である。 

 ひとり暮らし高齢者世帯が増加しているが、高齢になると家の中に閉じこもりがちにな

り、地域で孤立してしまう恐れがある。地域とのつながりをつくるために、高齢者をはじ

め、地域の多世代が気軽に立ち寄って集うことができる居場所づくりが必要となる。 

 また、居場所づくりは、地域の元気な高齢者が運営に参画している場合も多く、居場所

を訪れる高齢者の孤立防止や介護予防につながるとともに、高齢者が主体的に運営に参画

することで、高齢者の社会貢献活動の促進や生きがいづくりにもつながるものであり、今

後、一層必要となる事業である。 

 



補助金額 （補助金額については、現時点での予定） 

週１日以上の活動  ４８，０００円/年（上限額） 

週２日以上の活動  ９６，０００円/年（上限額） 

週３日以上の活動 １４４，０００円/年（上限額） 

週４日以上の活動 １９２，０００円/年（上限額） 

 

補助割合 

 １０/１０ 

 

実施期間 

 令和３年度から（予定） 

 

その他 

 

 

 













様式 

補助金等の創設に係る審査書 

 

補助金等名称        瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金 

担 当 部 署 福祉部 子育て応援課 保育・幼稚園係 

担 当 者 名        鈴木 隆太 

補助対象    

真に病児・病後児保育を必要としている世帯を補助対象とするため、下記の項目す

べてに該当する者を対象者とする。 

（１）生後５７日目以降から小学校６年生までの子ども及びその保護者が、瑞穂町に

住民登録をし、かつ居住していること。 

（２）訪問型病児・病後児保育サービス利用時に、子どもが下記の対象施設に入園し

ている、又は学童保育クラブを利用していること。 

【対象施設】 

①認可保育所、②認定こども園、③幼稚園、④地域型保育事業（小規模保育事業所等）、

⑤東京都認証保育所、⑥各区市町村において、幼児教育・保育の無償化の対象施設と

して確認を受けている（公示されている）認可外保育施設 

（３）利用日の前後５日以内に当該の病気で医療機関を受診していること。 

規 程 等   

瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金交付要綱（案） 

事業概要（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

子どもが病気により保育園や学校等に登園、登校させることが困難であり、保護者

が仕事等の理由で看護ができない場合がある。現在、町内に病児・病後児保育施設が

ないことから、町が指定する事業者が提供するベビーシッター等による「訪問型病児・

病後児保育サービス」又は近隣市で実施されている「施設型病児・病後児保育事業」

を利用した世帯に対し、その利用料の一部を補助するものである。このことにより、

保護者の子育てと就労の両立を支援し、経済的な負担軽減を図る。 

補助の必要性（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

民間事業者が提供する「訪問型病児・病後児保育サービス」は、利用料が高額（１時間

当たりの利用料：２，０００円から３，０００円程度）になることから、病児・病後児保

育を必要としても、経済的な負担から利用をすることができない場合が想定される。この

ため、利用料に対する補助を行い、経済的な負担軽減を図ることにより、子育てと就労の

両立の支援を図る。 

また、他市の施設型病児・病後児保育事業で市外在住者を受け入れている場合、その利

用料は、市内在住者に比べ２倍となっている。このため、利用料の１／２の補助を行い、

経済的な負担軽減を図る。 

補助金額 

【訪問型病児・病後児保育サービス】 

２５，０００円／日を上限に利用料の４／５を補助 

ただし、ひとり親世帯等及び住民税非課税世帯は、２５，０００円／日を上限に利

用料の１０／１０を補助 

※児童一人に対する年間の補助上限額：５０，０００円 

 



【施設型病児・病後児保育事業】 

 利用料の１／２を補助 

 ただし、ひとり親世帯等及び住民税非課税世帯は、利用料の１０／１０を補助 

 ※児童一人に対する年間の補助上限額：なし  

補助割合 

町 １０／１０ 

※国、都において当該事業に対する補助金等がないため、町単独事業として実施する。 

実施期間 

 令和３年４月１日から 

その他 

 

 



瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金交付要綱（案） 

 

令和 年  月 日 

告 示 第   号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、ベビーシッターの派遣等による訪問型病児・

病後児保育サービス（以下「訪問型サービス」という。）及び区

市町村から委託され診療所又は保育所で実施される病児又は病後

児保育（以下「施設型病児・病後児保育事業」という。）を利用

した児童の保護者が負担する利用料の一部について、瑞穂町病

児・病後児保育利用料補助金（以下「補助金」という。）を交付

することに関し必要な事項を定めることにより、保護者の経済的

な負担の軽減を図り、もって保護者の子育て及び就労の両立を支

援するとともに、児童の健全育成及び資質の向上に寄与すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

（１）児童 瑞穂町に住所を有し、現に居住する生後５７日から満

９歳に達した日以後の最初の３月３１日までの者をいう。 

（２）保護者 現に児童を看護保護する者をいう。 

（３）病児 現に病気にり患している児童をいう。 

（４）病後児 病気にり患した後の回復期にある児童をいう。 

（５）ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する 

者が次のいずれかの事由に該当するに至った世帯をいう。 

  ア 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に

規定する要保護者（以下「要保護者」という。） 

  イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号）による配偶者のない者で、現に児童を扶養しているもの 

  ウ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条

第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者（在宅

の者に限る。） 



  エ 療育手帳制度（昭和４８年厚生省発児第１５６号厚生事務

次官通知）に基づく規定により療育手帳の交付を受けた者（在

宅の者に限る。） 

  オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健

福祉手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。） 

  カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律

第１３４号）に定める特別児童扶養手当の支給対象児童（在

宅の者に限る。） 

  キ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年

金の障害基礎年金の受給者（在宅の者に限る。） 

  ク その他町長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認め

る者 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全て

に該当するものとする。 

（１）児童が怪我又は病気により安静の確保等に配慮する必要性が

あることから、集団保育が困難で、かつ、保護者の就労、傷病、

冠婚葬祭その他町長がやむを得ないと認める事由により保護

者が看護を行うことができない病児又は病後児であること。 

（２）訪問型サービス又は施設型病児・病後児保育事業を利用した 

日の前後５日以内に、当該病気等に関し医療機関で受診をして 

いること。 

（３）次のいずれかの施設に通所していること。 

  ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項

に規定する保育所 

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に

規定する認定こども園 

  ウ 子ども・子育て支援法第７条第５項に規定する保育を行う

事業を実施する地域型保育事業 

  エ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第４条第１項第３

号に規定する幼稚園 



  オ 東京都認証保育所実施要綱（平成１３年５月７日１２福子

推第１１５７号）に規定する東京都認証保育所 

  カ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８

条の２の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認を

当該施設が所在する区市町村から受け、公示をされている認

可外保育施設 

  キ 瑞穂町学童保育クラブの設置及び運営に関する条例（平成

２６年条例第１３号）及びあすなろ学童クラブ分室設置要綱

（平成２７年告示第６０号）に規定する学童保育クラブ 

（訪問型サービスの事業者） 

第４条 補助金の対象となる事業者は、次に掲げる事業者とする。 

（１）公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者 

（２）公益社団法人全国保育サービス協会が国から委託を受けて実

施するベビーシッター派遣事業の割引券取扱事業者 

（３）その他町長が必要と認める者 

（訪問型サービスの補助金の額） 

第５条 補助金の額は、日額２５，０００円を上限に、訪問型サー

ビスの利用に要した費用（入会金、年会費、登録料その他これら

に準ずる費用（以下「入会金等」という。）を除く。ただし、入

会金等に訪問型サービスの利用に要した費用が含まれる場合は、

当該費用に係る部分については、この限りでない。以下同じ。）

の５分の４とし、１円未満の端数は切り捨てる。 

２ 補助金の限度額は、児童１人当たり年度ごとに５０，０００円

とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号にいずれかに該当する場

合の補助金の額は、日額２５，０００円を上限に、訪問型サービ

スの利用に要した費用の１０分の１０とする。 

（１）保護者及び保護者と同一の世帯に属する者が訪問型サービス

を利用した月の属する年度（訪問型サービスの利用を利用した

月が４月から８月までの場合にあっては、前年度）分の地方税

法の規定による市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者（法

第３０条の４第３号に規定する市町村民税世帯非課税者をい



い、令第１５条の３第２項第２号に掲げる者を除く。）である

場合 

（２）ひとり親世帯等の場合 

（施設型病児・病後児保育事業の補助金の額） 

第６条 補助金の額は、施設型病児・病後保育児事業の利用に要し

た費用（食事代その他これらに準ずる費用（以下「食事代等」と

いう。）を除く。ただし、食事代等に施設型病児・病後児保育事

業の利用に要した費用が含まれる場合は、当該費用に係る部分に

ついては、この限りでない。以下同じ。）の２分の１とし、１円

未満の端数は切り捨てる。ただし、施設型病児・病後児保育事業

の利用に要した費用が、施設型病児・病後児保育事業実施施設の

所在市町村に居住する者が当該施設を利用した際の費用と同額の

場合は、補助金は交付しないものとする。 

２ 第１項の規定にかかわらず、次の各号にいずれかに該当する場 

合の補助金の額は、施設型病児・病後児保育事業の利用に要した

費用の１０分の１０とする。 

（１）保護者及び保護者と同一の世帯に属する者が訪問型サービス

を利用した月の属する年度（訪問型サービスの利用を利用した

月が４月から８月までの場合にあっては、前年度）分の地方税

法の規定による市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者（法

第３０条の４第３号に規定する市町村民税世帯非課税者をい

い、令第１５条の３第２項第２号に掲げる者を除く。）である

場合 

（２）ひとり親世帯等の場合 

 （補助金の交付申請及び請求） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、速やかに瑞穂町病児 

・病後児保育利用料補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に

より町長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）訪問型サービス又は施設型病児・病後児保育事業の利用に要

した費用の額を証する書類 

（２）訪問型サービスを利用した際の利用時間、保育料、交通費等

の諸経費及びその他のサービスの費用が分かる書類 



（３）医療機関を受診したことが分かる書類 

（４）その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定及び通知） 

第８条 町長は、第７条第１項に規定する申請及び請求により補助

金を交付することが適当と認めるときは、瑞穂町病児・病後児保

育利用料補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者に

通知するものとする。 

 （補足給付費の返還） 

第９条 町長は、偽りその他不正の手段により補足給付費の交付を

受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又

は一部を返還させるものとする。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要

な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 



様式第１号(第７条関係)

　

１　対象児童

２　受診医療機関名

医療機関名

　下記のとおり、病児又は病後児における保育サービスの利用に伴い利用料を支払ったので、瑞穂町病児・病後児保育

利用料補助金交付要綱第７条の規定により、補助金の申請及び請求をします。

　なお、申請に当たり、瑞穂町が申請内容の確認のため、瑞穂町が保有する住民基本台帳、住民税の情報を閲覧するこ

と、必要に応じ保育サービス事業者及び医療機関へ照会することに同意します。

年 月 日

瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金交付申請書兼交付請求書

申請者（保護者）

住　　所

氏　　名

電話番号

電話番号

③

フリガナ

児童氏名

対象児童が

通所している施設

生年月日 年　　　　月　　　　日　

受診日 病　名

３　保育サービス事業者

①

②

③

①

②

③

電話番号

利用事由

※該当する事由に

〇をしてください。

①　就労　　　・　　　病気　　　・　　　冠婚葬祭　　　・　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②　就労　　　・　　　病気　　　・　　　冠婚葬祭　　　・　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③　就労　　　・　　　病気　　　・　　　冠婚葬祭　　　・　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①

②

③

①

②

③

４　【世帯の状況】該当する場合は、☑をしてください。（児童を含め同一世帯の方全員について記入してください。）

瑞穂町長　あて

□ 市町村民税非課税世帯 

□ ひとり親で児童扶養手当受給世帯

□ 特別児童扶養手当受給世帯

□ 生活保護世帯　　　

□ 身体障害者手帳交付世帯

□ 障害基礎年金受給世帯 □ 精神障害者保健福祉手帳交付世帯

□ ひとり親世帯

□ 愛の手帳（療育手帳）交付世帯

①

②

③

①

②

保育サービス

事業者名
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７　振込先

５-2　保育サービス利用内訳　（施設型病児・病後児保育事業分）

預 金 種 目

銀行・信用金庫 口 座 番 号

農協・信用組合 口座名義(カタカナ)

□普通　　　　　　□当座

５-1　保育サービス利用内訳　（訪問型病児・病後児保育サービス分）

年

年

月

金融機関名

支店

出張所

（裏面に続く。）

利用料金（a)

入会金・年会費・登録料・

交通費・その他費用は除く

補助金額の算出(b)

(a)×4/5（1円未満切捨て）

※ただし、表面4の【世帯の状況】で、☑

がある場合は、①の金額をそのまま記入

申請金額（c）

(b)と25,000円を比較し、

いずれか少ない金額

円 円 円

円 円円

利用日時

：　　～　　：

：　　～　　：

：　　～　　：

日

月 日

月 日年
円 円

※児童１人につき年間上限額は、50,000円 申請金額小計① 円

利用日時

②補助金額の算出

①×1/2（1円未満切捨て）

※ただし、表面4の【世帯の状況】で、☑

がある場合は、①の金額をそのまま記入

円

日 円 円 円

年 月 日 円 円 円

【添付書類チェックリスト】

申請金額小計② 円

①利用料金 ③申請金額

※表面の4の【世帯の状況】で、☑がある世帯を除き、利用料金が、施設の所在市町村に居住する方が当該施設を利用した際の

利用料金と同額の場合は、補助対象外となります。

6　補助金申請金額

申請金額合計
申請金額小計①

＋

申請金額小計②

円

年 月 日 円 円 円

年 月

□

□

□

添付書類

保育サービス利用の領収書

保育サービス利用明細書等（利用時間、保育料、交通費等の利用料金の内訳等が分かるもの）

医療機関を受診したことが分かる書類

□

その他町長が必要と認める書類　※該当者のみ

（例：市町村民税非課税世帯で、１月１日現在住所が瑞穂町になった場合は、１月１日

時点住民登録のあった市町村で発行される課税非課税証明書）

確認欄



様式第２号（第８条関係） 

文 書 番 号 

年   月   日 

 

         様 

 

 

瑞穂町長     □印   
 

 

 

瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金交付決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった標記の補助金について、審査した結果、下記のとおり交

付額を決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

１ 交 付 額 ： 

 

２ 振 込 予 定 日 ：    年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

                      

                     電話番号 



様式 

 

補助金等の創設に係る審査書 

 

補助金等名称        福祉サービス第三者評価受審費用補助金 

担 当 部 署 福祉部   高齢者福祉課  介護支援係 

担 当 者 名        片野 宏 

補助対象    

町内に事業所を有する介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 8 条第 20 項に規定す

る認知症対応型共同生活介護又は同法第 8条の 2第 15項に規定する介護予防認知症対

応型共同生活介護を提供する事業者 

 

規 程 等   

 福祉サービス第三者評価受審費用補助金交付要綱 

       

事業概要（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

 第三者評価とは、第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に公表する

ことにより、利用者に対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に向けた

事業者の取組を促すことで、利用者本位の福祉の実現を目指すものであり、認知症対

応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護（以下「認知症対応型共同

生活介護等」という）については、指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運

営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 34 号）第 97 条第 8 項に基づき、毎年度、

自己評価及び外部評価（第三者評価）を実施することが義務付けられている。補助対

象となる認知症対応型共同生活介護等を提供する事業者は、東京都福祉サービス評価

推進機構から認証を受けた評価機関と契約し、外部評価（第三者評価）を実施する。

町は、外部評価（第三者評価）を実施した認知症対応型共同生活介護等を提供する事

業者からの申請を受け、評価機関に支払った費用に相当する額を補助金として交付す

るものである。 

なお、その財源は、地域福祉推進区市町村包括補助事業（東京都の福祉サービス第

三者評価受審に関する補助制度）を活用するものとする。 

 

補助の必要性（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

認知症対応型共同生活介護等については、指定地域密着型サービス事業の人員、設

備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 34 号）第 97 条第 8 項に基づき、

毎年度、自己評価及び第三者評価（外部評価）を実施することが義務付けられている

ため、そのサービスを提供する事業者には、大きな負担となる。 

 本補助金を交付することで、認知症対応型共同生活介護等を提供する事業者の安定的

な経営を支援し、現にそのサービスを利用している者の継続利用が困難にならないように

するとともに、町の地域密着型サービス利用の選択肢を減らさないようにする。 

 なお、別添資料のとおり本補助事業については、島しょ部を除き、ほとんどの区市町村

で予算化されているものである。 

 



補助金額 

 認知症対応型共同生活介護等を提供する事業者が、評価機関に支払った費用の実費。

ただし、1 事業所当たり 60 万円を上限とする。 

補助割合 

10/10 

実施期間 

  令和 2 年度からを予定 

その他 

  町内の該当事業所：1 か所（令和 2 年 9 月 30 日現在） 
 

 



【高齢】 軽費老人ホーム（Ａ型・Ｂ型）、養護老人ホーム
【障害】 障害者支援施設、 障害児入所施設　（※1）、宿泊型自立訓練（※2）
【子ども家庭】  母子生活支援施設、児童養護施設、自立援助ホーム、乳児院、婦人保護施設
【生活】 救護施設、更生施設、宿所提供施設

60万円
（定額）
（※7）

｢特別養護老人ホーム経営支援事業｣ 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
60万円

（定額）

「東京都保育サービス推進事業」 認可保育所 （社会福祉法人等（※3））
実費

(60万円上限)
（※8）

認可保育所（株式会社等上記以外（※4））、認定こども園

認証保育所

子供家庭支援
区市町村包括
補助事業

認可外保育施設（ベビーホテル等）

生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型 のいずれか又
は複数を実施する事業所 （※5）

実費
(60万円上限)

（※9）
民設

短期入所（福祉型）（※4、※10）　区市町村立（公設民営を含む）も補助対象

共同生活援助（グループホーム）（※4）　区市町村立（公設民営を含む）も補助対象

児童発達支援センター （※6）
実費

(70万円上限)
（※9）

民設

認知症対応型共同生活介護 補助率10/10 民設・公設

他の事業において受審費補助の対象となっていないもの
【高齢】
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・ケアハウス）、福祉
用具貸与、居宅介護支援、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介
護、介護老人保健施設、都市型軽費老人ホーム、軽費老人ホーム（ケアハウス）、小規模多機能型居
宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護　等
【障害】
居宅介護、短期入所（医療型）（※4、※11）、児童発達支援事業、放課後等デイサービス　等

補助率1/2 民設

○　区市町村立のサービス（公設民営を含む） 補助率1/2 公設

○　都が評価対象としていないサービスで、独自に評価を実施するもの
　　地域密着型介護老人福祉施設、地域活動支援センター、小規模保育事業など

補助率1/2 民設・公設

※1　障害児入所施設は、平成24年4月に、知的障害児施設、第二種自閉症児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設から移行した施設、又はそれと同等の基準を満たす施設に限る。

※2　宿泊型自立訓練は、「民間社会福祉施設サービス推進費」の対象となっている都型通勤寮に限る。

※3　社会福祉法人等とは、社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人及び公益財団法人、平成２６年度時点で都のサービス推進費の対象となっている宗教法人及び個人。

※4　設置主体は問わない。

※6　社会福祉法人、日本赤十字社、特定非営利活動法人、一般財団法人（公益財団法人を含む。）、一般社団法人（公益社団法人を含む。）、医療法人、学校法人又は宗教法人が設置・運営するもの。

※7　障害者(児)施設に対する補助額は、70万円（定額）。母子生活支援施設、児童養護施設、自立援助ホーム、乳児院については、措置費で算定される額を含む。

※8　公定価格の第三者評価受審加算を受ける年度は、施設が評価機関に支払った額から１５万円を差し引いた額（上限４５万円）。

※9　都から区市町村への補助金額。区市町村から事業者に交付される額は、区市町村の定めるところによる。

※10 報酬体系上福祉型に分類される事業所。

※11 報酬体系上医療型に分類される事業所。

※12 毎月の運営費補助に含まれる。

「児童発達支援センターサービス推進事業」

地域福祉推進区市町村包括補助事業

実費
（※12）障害者施策推

進区市町村包
括補助事業

「障害者（児）短期入所事業（都加算)」
民設・公設

※5　社会福祉法人、特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、医療法人、学校法人及び宗教法人が設置・運営する事業所に限る。
　　 障害者支援施設で実施する場合及び重症心身障害者を主たる対象とする生活介護事業所を除く。
     生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）のいずれか又は複数と同一事業所番号で宿泊型自立訓練を実施している事業所は、他のサービスと共に受審すること。

東京都における福祉サービス第三者評価受審に関する補助制度（令和２年度）

補助制度 サービス種別 補助金額・補助率

｢民間社会福祉施設サービス推進費｣

「保育サービス推進事業」

実費
(60万円上限)
（※8・9）

「障害者日中活動系サービス推進事業（加算分）」

「障害者グループホーム支援事業」

設置形態

民設

【直接補助　都→事業者】

【間接補助　都→区市町村→事業者】

「保育力強化事業」

「認可外保育施設（ベビーホテル等）第三者評価受審費補
助事業」

民設

★補助要件、補助申請の締切日、申請に必要な書類等は、事業によって詳細が異なりますので、運営主管課にお問い合わせください。
また、公立の施設･事業所については、「指定管理協定」や「事業委託契約書」等の規定によりますので、所管の部署にご確認ください。

kikaku
テキスト ボックス
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特養
地域密
着型

高齢・
施設系

高齢・
在宅系

障害者 障害児
認可

保育所
認定こ
ども園

認可外
保育

母子生
活施設

特養
地域

密着型
高齢・
施設系

高齢・
在宅系

障害者 障害児
認可保
育所

認定こ
ども園

認証保
育所

認可外
保育

特養
地域密
着型

高齢・
施設系

高齢・
在宅系

障害者 障害児
認可保
育所

認定こ
ども園

認可外
保育

母子生
活施設

特養
地域

密着型
高齢・
施設系

高齢・
在宅系

障害者 障害児
認可保
育所

認定こ
ども園

認証保
育所

認可外
保育

1 千代田区 ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 　 　 36 東村山市 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　
2 中央区 　 　 　 　 ○ 　 ○ ○ 　 　 　 ○ 　 ○ ○ 　 ○ ○ ○ 　 37 国分寺市 　 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ 　
3 港区 ○ 　 ○ ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 38 国立市 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　
4 新宿区 　 　 　 　 ○ 　 ○ ○ 　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ ○ ○ 　 39 福生市 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　
5 文京区 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 ○ ○ 　 ○ ○ 　 ○ 　 ○ ○ 40 狛江市 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 ○ ○ 　 ○ 　 　 　
6 台東区 ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ 　 　 　 　 ○ 　 ○ ○ 　 ○ ○ ○ 　 41 東大和市 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　
7 墨田区 　 　 　 ○ 　 　 ○ ○ 　 　 　 ○ ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 42 清瀬市 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　
8 江東区 ○ ○ 　 ○ 　 ○ ○ 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ ○ ○ 　 ○ 　 43 東久留米市 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　
9 品川区 ○ ○ 　 ○ 　 　 ○ ○ 　 　 　 ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 44 武蔵村山市 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　

10 目黒区 ○ 　 　 ○ ○ ○ ○ 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　 45 多摩市 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 ○ ○ 　
11 大田区 ○ 　 　 ○ ○ 　 ○ 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○ 　 ○ 　 ○ 　 46 稲城市 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 ○ ○ 　
12 世田谷区 　 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 47 羽村市 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 ○ 　
13 渋谷区 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ ○ ○ 　 48 あきる野市 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　
14 中野区 　 　 　 　 ○ ○ ○ 　 　 　 ○ ○ 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ 　 49 西東京市 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○ 　 ○ 　 ○ 　
15 杉並区 ○ 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○ 　 ○ 　 ○ 　 50 瑞穂町 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　
16 豊島区 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 ○ ○ 　 ○ ○ 　 ○ 　 ○ 　 51 日の出町 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　
17 北区 ○ 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 52 檜原村 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　
18 荒川区 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 　 　 53 奥多摩町 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　
19 板橋区 　 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 　 ○ ○ ○ 　 ○ 　 54 大島町 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　
20 練馬区 　 　 　 ○ ○ 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ ○ ○ ○ 55 利島村 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21 足立区 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ 56 新島村 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
22 葛飾区 ○ 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 ○ ○ 　 ○ ○ 　 ○ 　 ○ 　 57 神津島村 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
23 江戸川区 　 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ ○ ○ 　 58 三宅村 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
24 八王子市 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 59 御蔵島村 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
25 立川市 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 ○ 　 60 八丈町 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　
26 武蔵野市 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 ○ ○ 　 ○ ○ 　 ○ 　 ○ ○ 61 青ヶ島村 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
27 三鷹市 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 62 小笠原村 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
28 青梅市 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　
29 府中市 ○ 　 　 ○ ○ 　 　 　 　 　 　 ○ 　 ○ ○ ○ ○ 　 ○ 　 〔集計（○印の数）〕

30 昭島市 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 ○ ○ 　 ○ 　 ○ 　
31 調布市 　 　 　 　 ○ ○ ○ 　 　 　 　 ○ 　 ○ ○ ○ ○ 　 ○ 　
32 町田市 　 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ ○ ○ ○ 　 　
33 小金井市 　 　 　 　 ○ ○ ○ 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ 　 区 10 5 4 10 14 5 22 6 1 3 5 23 4 11 20 6 21 9 20 4

34 小平市 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ 　 市 1 0 0 1 8 2 12 0 0 0 2 25 3 8 24 6 13 6 15 3

35 日野市 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 ○ 町村 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 0

合    計 11 5 4 12 22 7 35 6 1 3 7 52 7 19 46 12 34 15 36 7
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令和元年度 区市町村における福祉サービス第三者評価事業　実施状況（総括表）　　　令和2年5月12日付調査結果

区市町村名 区市町村名
公設公営・公設民営 民設民営 公設公営・公設民営 民設民営

注１）本一覧は区市町村経由で補助される領域（＝別紙「東京都における福祉サービス第三者評価受審に関する補助制度（令和２年度）」において、「保育サービス推進事業」、「保育力強化事業」、「子供家庭支援区市町村包括補助事業」、「障害者日中活動系サービス推進事業（加算分）」、

「障害者施策推進区市町村包括補助事業」及び「地域福祉推進区市町村包括補助事業」とされている部分）について、区市町村別の実施状況をまとめたものです。

注２）本一覧は、令和2年5月12日付けで区市町村に対して行った調査結果に基づいて記載しています。

注３）本資料における高齢分野の分類の説明は以下のとおりです。（あくまで本資料作成のための便宜上の分類です）

「特養」とは指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】を指します。

「地域密着型」とは認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】(介護予防含む)及び小規模多機能型居宅介護（介護予防を含む）、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護を指します。

「高齢・施設系」とは、特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム・ケアハウス）、介護老人保健施設、ケアハウス、都市型軽費老人ホームを指します。

「高齢・在宅系」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与、居宅介護支援、通所介護【デイサービス】、短期入所生活介護【ショートステイ】を指します。

「障害者」とは、居宅介護、短期入所、生活介護、生活介護（主たる利用者が重症心身障害者）、自立訓練（機能訓練、生活訓練）、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ・Ｂ型、多機能型事業所、障害者支援施設、共同生活援助（グループホーム）を指します。

「障害児」とは、児童発達支援センター、児童発達支援センター（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）、児童発達支援事業、児童発達支援事業（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）、放課後等デイサービス、

放課後等デイサービス（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）、障害児多機能型事業所、障害児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）を指します。

kikaku
テキスト ボックス
　資料5-3



様式                                 

 

補助金等の創設に係る審査書 

 

補助金等名称        瑞穂町緊急支援給付金事業（二次） 

担 当 部 署 福祉部     高齢者福祉課      高齢者支援係 

補助対象    

（１） 次の①又は②のいずれか、及び③から⑤の条件を全て満たし、かつアからオ 

のいずれかに該当する世帯。 

① 令和２年２月１日以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯員の 

うち主たる生計を支える者が失業（定年及び自己都合退職を除く。）し、雇用保 

険の基本手当を受給していない。 

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯員のうち主たる生計を支える 

者の令和２年７月以降の賞与等を含む収入額（平均月収に１２を乗じた金額） 

が令和元年の賞与等を含む収入額の５割以下である。 追加 

② 令和元年度における世帯全員の収入額が、おおむね「生活保護法による保護

基準額等を超え、かつ１．７５倍以下」である 撤廃 

※ 以下変更なし 

③ 申請する世帯全員が申請時及び令和２年１月１日現在、瑞穂町の住民である。 

④ 申請時に生活保護法による保護を受給または申請していない。 

  ⑤ 町税及び各種保険料、並びに町公共施設などの利用料等を滞納していない。 

ア 世帯全員が６５歳以上の者である。  

イ 瑞穂町ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第２条２項に定める 

「ひとり親家庭等」である。  

ウ 世帯員のいずれかが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する 

ための法律第４条で定義される「障害者」である。 

エ 世帯員のいずれかが「瑞穂町特殊疾病患者福祉手当」を受給している。 

オ 世帯全員が義務教育を修了した学生等(学校教育法に定められる高等学校、 

 大学及び高等専門学校の学生並びに専修学校の専門課程の生徒、又は法令に 

 定めのある養成施設等に在籍している者に限る。)である。 

 

規 程 等   

 瑞穂町高齢者世帯等の失業に対する緊急支援給付金事業実施要綱（要綱一部改

正予定） 

       

事業概要（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

    感染予防策を講じて、事業を実施します。 

  ① 電話等による事前相談を受けます。 

② ①の結果、該当世帯と判断できた場合に、申請書等を主たる生計を支える世 

帯員（以下「申請者」という。）あてに郵送します。 

原則、同封する返信用封筒で郵便による申請をしていただきます。 

申請書類の作成が難しい場合には、窓口による申請を受け付けます。 

  ③ 申請の結果、給付の可否を決定、通知後に指定された申請者の口座に振り込 

みます。（感染予防のため、現金による給付は原則実施しないこととします。） 



補助の必要性（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 
 

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、新たに経済困難となった世帯

を対象に、対象条件を一部拡大し、緊急支援給付金事業を継続することで、今後年

末に向け、当該世帯の生計維持について応急的な支援をするものです。 

 

補助金額 

① 給付回数 1 世帯あたり 1 回限りとします。 

  ② 給付金額 申請者に１０万円、 

申請者以外の世帯全員に 1 人あたり 1 万円を給付します。 

実施期間 

  １１月中旬    事前相談受付及び申請受付開始 

１２月２８日   申請受付終了 

その他 

○ 原則、電話及び郵送による相談及び手続を実施しますが、状況に応じて窓口や

訪問等による対応が必要となるため、飛沫防止パネルを使用する、３密を避ける、

消毒を徹底する、マスクを着用するなどの、感染防止策を徹底します。 

○ 二次事業終了後、相談、申請、給付状況を評価するとともに、年度末に向けて

の感染拡大及び経済影響等を精査し、事業の継続について検討します。 
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様式 

 

補助金等の創設に係る審査書 

 

補助金等名称        （仮称）地域外来・検査センター運営体制確保支援補助金 

担 当 部 署 福祉部健康課 

担 当 者 名        工藤 洋介 

補助対象    

 地域外来・検査センターに出務する医師が所属する地区医師会 

 

規 程 等  

瑞穂町地域外来・検査センター運営体制確保支援補助金交付要綱（制定予定） 

 

事業概要（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

１ 目的 

地区医師会が設置する地域外来・検査センター（東京都地域外来・検査センター整備

要領（令和２年７月１０日付け２福保健感第６０５号）に基づき指定された地域外来・

検査センターをいう。）の運営を支援するために必要な経費を補助することにより、新型

コロナウイルスに感染していると疑われる者が医療機関を適切かつ確実に受診できる体

制を確保することを目的とします。 

 

２ 概要 

  地域外来・検査センターに出務する医師が所属する地区医師会に運営体制を支援

するために必要な経費を予算の範囲内で交付します。 

  （想定する経費 消耗品費及び傷害保険料） 

 

 

補助の必要性（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

 

地区医師会が設置する地域外来・検査センターに出務する医師は、地域の診療所での

診療のかたわら、交代制で当該センターにおける問診、検体採取に従事しています。 感

染予防措置をとっているものの、新型コロナウイルスに感染していると疑われる者が受

検に訪れる当該センターに従事したことにより、医師が感染する可能性がぬぐいきれま

せん。 

このことから、感染の事前予防措置及び万が一感染した場合の事後の措置を支援する

ことにより、季節性インフルエンザの流行期にあって、発熱患者の増加する可能性があ

る現下の状況において、地域の医療提供体制を支える必要があります。 

 

 

補助金額 

消耗品費  ５０，０００円（フェイスシールドほか感染予防のための消耗品） 

 傷害保険料 ６０，０００円 

  ＊今後の感染状況により変更となる可能性があります。 
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補助割合 

【財源】 

  東京都医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 １０分の１０ 

 

実施期間 

 令和２年度（令和３年度以降の実施は未定） 

その他 

（１）準備スケジュール 

 令和２年１１月 行政評価委員会補助金等審査分科会の審査 

１２月 町議会第４回定例会補正予算提出 

    議決が得られた後、速やかに手続を実施し、交付 

 

（２）参考事項 

  地域外来・検査センターの設置場所は、非公表としています。 

  （地域外来・検査センター運営マニュアル（令和２年４月２８日付け厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）による。） 
 

 


